
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静磁場中に置かれた被検体に高周波磁場及び傾斜磁場を所定のパルスシーケンスで印加
して前記被検体から生じる核磁気共鳴信号に基づき前記被検体の断層像を取得する磁気共
鳴イメージング手段と、 被検体
のＸ線透過像を取得するＸ線撮像手段と、前記磁気共鳴イメージング手段及び前記Ｘ線撮
像手段と接続され、前記磁気共鳴イメージング手段における磁場印加及び核磁気共鳴信号
計測のタイミング並びに前記Ｘ線撮像手段におけるＸ線照射タイミングを統括的に制御す
る撮影制御手段とを備えたことを特徴とする医療用画像診断装置。
【請求項２】
　前記撮影制御手段は、前記磁場印加及び核磁気共鳴信号計測のタイミングと前記Ｘ線照
射のタイミングとが異なるように前記磁気共鳴イメージング手段及び前記Ｘ線撮像手段を
制御することを特徴とする請求項１記載の医療用画像診断装置。
【請求項３】
　前記磁気共鳴イメージング手段及び前記Ｘ線撮像手段の少なくとも一方は制御部を備え
、当該制御部が前記撮影制御手段を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の医療用
画像診断装置。
【請求項４】
　前記磁気共鳴イメージング手段及び前記Ｘ線撮像手段はそれぞれ制御部を備え、一方の
制御部が前記撮影制御手段を含み、他方の制御部を制御することを特徴とする請求項１又
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前記磁気共鳴イメージング手段の静磁場中に置かれた前記



は２に記載の医療用画像診断装置。
【請求項５】
　前記磁気共鳴イメージング手段及び前記Ｘ線撮像手段の一方が前記撮影制御手段を含み
、他方を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の医療用画像診断装置。
【請求項６】

【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は医療用診断装置に係わり、特にＸ線画像と磁気共鳴断層画像（以下、「ＭＲＩ画
像」という）とが略同時相で撮影可能な医療用画像診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、画像診断装置の性能向上やカテーテル、ガイドワイヤーの性能向上などにより、Ｘ
線透視下において先端に様々な器具を取り付けたカテーテルを被検体に挿入して行うイン
ターベーショナルラジオロジー（以下「ＩＶＲ」という）が可能となり、被検者の病変の
診断と治療行為を同時に行うようになってきた。ＩＶＲを可能とする画像診断装置として
、図８に示すような２対のＸ線管球とイメージインテンシファイア（以下「Ｉ．Ｉ．」と
いう）とがそれぞれ支持器に対向配置されたバイプレーンシステムのＸ線診断装置が用い
られている。
【０００３】
しかしこのＸ線診断装置は、２方向から同時に撮影を行うことができるものの、それぞれ
の画像は２次元透過像であるため、カテーテル先端部と病変部との３次元的位置関係はこ
れらの画像からは把握できない。また、臓器はＸ線の吸収率が低いため２次元透過像とし
ては観察できず、カテーテルが臓器に対してどの位置にあるのか把握できなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
一方、Ｘ線ＣＴ装置は臓器とカテーテル等との位置関係の把握には適しているものの、ス
キャナー部が必須であるため、支持器を備えたＸ線診断装置とは同時に使用することがで
きない。このため、Ｘ線ＣＴ画像を併用する場合には、ＣＴ画像が必要なときには被検者
を移動させてＣＴ撮影を行い、カテーテルと臓器との位置関係を確認後、再び被検体をＸ
線診断装置に戻してカテーテルを進めたり、組織の採取を行う必要があるが、このように
カテーテルを挿入した状態で被検者を移動させることは危険を伴うため好ましいことでは
ない。
【０００５】
また、Ｘ線ＣＴ装置による撮像とＸ線診断装置による撮像との間に、被検体の移動に少な
くとも数十秒の時間を要するため、両画像において同じ位置関係が保てなくなるという問
題もある。例えば、一方の装置で被検者に息を止めさせて撮影しても、他方の装置で撮影
する際に同じ条件で息止めができるとは限らず、僅かなずれでも臓器の位置が異なること
を考慮すると正確な診断ができない可能性がある。
【０００６】
本発明は上記課題を解決すべく、被検体を移動することなく、Ｘ線画像と３次元的な位置
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　前記撮影制御手段は、前記磁気共鳴イメージング手段によるパルスシーケンスにおける
繰り返し時間の間に前記Ｘ線撮像手段によるＸ線照射を行い、前記磁気共鳴イメージング
手段による撮影と前記Ｘ線撮像手段による撮影をほぼ同時に平行して行なうことを特徴と
する請求項１ないし５いずれか１項に記載の医療用画像診断装置。

前記撮影制御手段は、前記Ｘ線撮像手段によるＸ線照射の間に前記磁気共鳴イメージン
グ手段によるパルスシーケンスを実行し、前記磁気共鳴イメージング手段による撮影と前
記Ｘ線撮像手段による撮影をほぼ同時に平行して行なうことを特徴とする請求項１ないし
５いずれか１項に記載の医療用画像診断装置。



情報の得られる断層画像とを略同時相で撮影できる医療用画像診断装置を提供するもので
ある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、オープンガントリ型の磁気共鳴イメージング装置（以下「ＭＲＩ装置」という
）が、Ｘ線撮像装置と構造上同時に使用することができることに着目し、３次元的な位置
情報を取得するためのＭＲＩ画像をＸ線画像と略同時相で撮影する方法を提供するもので
ある。
【０００８】
即ち、本発明の医療用画像診断装置は、静磁場中に置かれた被検体に高周波磁場及び傾斜
磁場を所定のパルスシーケンスで印加して被検体から生じる核磁気共鳴信号に基づき被検
体の断層像を取得する磁気共鳴イメージング手段（以下「ＭＲＩ手段」という）と、被検
体のＸ線透過像を取得するＸ線撮像手段と、ＭＲＩ手段及びＸ線撮像手段と接続され、Ｍ
ＲＩ手段における磁場印加及び核磁気共鳴信号計測のタイミング並びにＸ線撮像手段にお
けるＸ線の照射タイミングを統括的に制御する撮影制御手段とを備えるものであり、好適
には撮影制御手段は、磁場印加及び核磁気共鳴信号計測のタイミングと異なるタイミング
でＸ線を照射するように各手段の駆動タイミングを制御する。
【０００９】
また、Ｘ線撮像手段は、Ｘ線検出器として、固体検出器を用いた２次元センサを用いたも
のであることが好ましい。
【００１０】
このような医療用画像診断装置では、ＭＲＩ手段において高周波磁場及び傾斜磁場のいず
れも印加されておらず、かつ核磁気共鳴信号を検出しない場合のみにＸ線撮像手段からＸ
線を照射するように磁場印加及びＸ線照射のタイミングを制御することにより、Ｘ線撮像
手段はＭＲＩ手段の高周波磁場の影響を排除してＸ線透過像を得ることができ、ＭＲＩ手
段はＸ線撮像手段の電磁ノイズの影響を受けることなくＭＲＩ画像を得ることができる。
これらの画像はほぼ同時相の画像なので、両者を参照しながら診断、治療行為を効率よく
進めることができる。
【００１１】
上記のような磁場印加及びＸ線照射のタイミングを制御するため撮影制御手段はＭＲＩ手
段及びＸ線撮像手段それぞれに設けられた制御部の上位の制御装置として設けてもよいが
、いずれか一方の制御部がこれを兼ねることも可能である。このため、Ｘ線撮像手段及び
ＭＲＩ手段それぞれを大幅に改変することなく実現することが可能である。また、Ｘ線検
出器として固体検出器を用いた２次元センサを使用することにより、磁気シールドを施さ
なくとも、磁界による影響をほとんど受けることなくＸ線画像を取得できる。
【００１２】
本発明の医療用画像診断装置における撮像方法として、好適には、Ｘ線撮像手段で照射す
るＸ線が断続的なＸ線パルスであり、また、一の高周波磁場を印加してから次の高周波磁
場を印加するまでの１サイクル間に、少なくとも１回Ｘ線を照射する撮影方法が好ましい
。
【００１３】
また、別の態様として、Ｘ線撮像は、Ｘ線を断続的に継続して照射し、Ｘ線照射の間隙に
１枚のＭＲＩ画像を得るためのパルスシーケンスを実行する撮影方法であってもよい。
【００１４】
照射するＸ線として断続的なＸ線パルスを用いることにより、時系列的に連続したＸ線画
像（動画像）を得ることができ、この際Ｘ線照射タイミング及びＭＲＩによる磁場印加タ
イミングを制御することにより、様々な撮影方法が可能となる。即ち、ＭＲＩ手段が高周
波磁場を印加してから次の高周波磁場を印加する間での１サイクルの間に、少なくとも１
回Ｘ線を照射することとし、このようなＸ線照射をパルスシーケンスを構成する各パルス
間に行ってもよく、またパルスシーケンスの各サイクルの間隙に行ってもよい。

10

20

30

40

50

(3) JP 3862798 B2 2006.12.27



【００１５】
あるいは、Ｘ線照射の間隙に１枚のＭＲＩ画像を得るためのパルスシーケンス、例えばエ
コープラーナーイメージング法（ＥＰＩ法）を実行することもできる。この場合、動画像
に影響を与えない範囲でＸ線パルスの照射間隔を変更してもよい。即ち、リアルタイムで
撮影を行うシネ撮影の場合、Ｘ線パルスは比較的短い間隔で照射され、ＥＰＩシーケンス
を実行する時間より短い場合があるが、ＥＰＩシーケンス自体が数１０ミリ秒と短い時間
で終わるので、このシーケンスを挿入する分Ｘ線パルスの照射間隔を変更しても動画像に
影響を与えることはない。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例について詳細に説明する。
【００１７】
本発明の医療用画像診断装置を図１及び図２を参照して説明する。この医療用画像診断装
置は、図１に一例を示すようにオープンガントリー型のＭＲＩ装置（ＭＲＩ手段）３０に
Ｘ線撮像装置（Ｘ線撮像手段）１０を組込んだものであり、図中明示はしていないが、Ｘ
線撮像装置１０及びＭＲＩ装置３０の双方を制御する撮影制御手段を備えている。
【００１８】
この装置のＸ線撮像装置１０は、図示するようにＸ線管球１１、固体検出器を用いた２次
元センサ１２、これらを対向配置して支持するＣ型アーム形状の支持器１３、２次元セン
サ１２を装備したテレビカメラ１４及び撮影画像を表示するモニタ１５を備え、更に図２
に示すようにＸ線管球１１からＸ線を発生するための高電圧を与える高圧発生器１６、こ
の高圧発生器１６にＸ線発生のための信号を入力するＸ線制御器１７、撮影画像を処理す
る画像処理部１８、及びこのＸ線制御部１７に対して条件を設定するための操作卓（図示
せず）を備えている。
【００１９】
尚、Ｘ線の検出器として２次元センサではなくは従来のＸ線撮像装置１０に用いられてい
るＩ．Ｉ．を採用することも可能であるが、この場合には磁気シールドが施されているこ
とが必要である。２次元センサはＩ．Ｉ．に比べてＸ線検出効率がよいため、Ｘ線源とし
て従来のＸ線管球より小型のものを用いることができ、小型のＸ線源でも十分にＸ線透視
撮影に適用できる。また、Ｉ．Ｉ．は磁界による影響を受けやすいのに対して、固体検出
器は磁界による影響をほとんど受けないため磁気シールドをする必要がない。このような
２次元センサに用いられる固体検出器としては、Ｘ線を検出できる公知のものを使用でき
る。
【００２０】
一方、ＭＲＩ装置３０は、図１に示すようにオープンガントリ３１となっている。このよ
うなオープンガントリのＭＲＩ装置は、被検者４０が検査中に圧迫感を感じないように配
慮して開発されたものであるが、術者が被検者に任意の方向から自由にアクセスできる点
でＩＶＲにも適しており、構造上、Ｘ線撮像装置１０とＭＲＩ装置３０とを同時に作動で
きることから、両画像を取得するために被検体を移動させる必要もない。
【００２１】
図中明示していないが、このガントリ３１の内部には、均一な静磁場を発生するための永
久磁石と、被検体内部の水素原子核を励起するために高周波磁場パルスを印加する高周波
コイルと、被検体から放出される核磁気共鳴信号に基づき画像化するために必要な位置情
報を与える傾斜磁場コイル群とが包含されている。また被検体の施術部位近傍には受信コ
イルが配置されている。
【００２２】
また、図２に示すように、高周波磁場パルスを印加するため、高周波を発生する高周波発
信器３３、この高周波を変調する変調器３４、及びこの変調信号を増幅し照射コイル３２
に出力する増幅器３５を備え、傾斜磁場を印加するため、傾斜磁場コイル群に電力を供給
する傾斜磁場電源３６も備えている。更に、ＭＲＩ装置全体を制御するＭＲＩ制御部（Ｃ
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ＰＵ）３７、これに諸条件を入力するための操作卓（図示せず）及びＭＲＩ制御部３７の
制御により一連のパルスシーケンスを実行するシーケンサ３８を備えており、高周波磁場
印加に係わる変調器３４及び傾斜磁場印加に係わる傾斜磁場電源３６はこのシーケンサ３
８からの指令により照射コイル３２及び傾斜磁場コイル３９をそれぞれ駆動する。また、
計測されたエコー信号（核磁気共鳴信号）を演算により画像化する画像処理部及び処理画
像を表示するモニタをも備えている。
【００２３】
本発明においては更に、Ｘ線パルスの照射タイミング及び磁場印加のタイミングを統括的
に制御する撮影制御部２０を備えており、この撮影制御部２０はＸ線撮像装置１０のＸ線
制御部１７及びＭＲＩ装置３０のシーケンサ３８に接続されている。
【００２４】
上記構成の装置の動作について図２を用いて説明する。
【００２５】
Ｘ線画像を得るため、Ｘ線撮像装置１０の操作卓を介してＸ線制御部１７に管電圧、管電
流などの各種設定値が設定される。これらの設定値に基づいて、Ｘ線制御器１７が高圧発
生器１６を制御して動作させ、Ｘ線管球１１からＸ線を照射する。照射されたＸ線は被検
体を透過して２次元センサ１２に達し、ここでＸ線の吸収或いは減衰度合いを光学情報に
変換する。そしてこの光学情報を像としてテレビカメラ１４で撮影し、撮影画像は画像処
理部１８で処理を行った後、モニター１５に表示される。
【００２６】
また、ＭＲＩ画像を得るため、ＭＲＩ装置３０の操作卓を介してＭＲＩ制御部３７に繰り
返し時間 TR、エコー時間 TEなどの各種設定値が設定される。これらの設定値に基づいて、
シーケンサ３８が所定のパルスシーケンスを実行し、高周波コイル３２及び傾斜磁場コイ
ル群３９から高周波磁場及び傾斜磁場が印加される。これらの磁場が印加されることによ
り被検体から生じるエコー信号は受信コイルで受信された後、画像処理部３７に転送され
て、２次元或いは３次元のフーリエ変換により画像化され、モニターに表示される。
【００２７】
上記のようにＸ線撮像装置１０及びＭＲＩ装置３０はそれぞれの操作卓を介して設定がな
されるが、本発明においては、両者の動作タイミングは撮影制御部２０により制御されて
いる。即ち、撮影制御部２０にはシーケンサ３８から傾斜磁場発生のためのパルス信号、
高周波発生のためのパルス信号、及びエコー信号の計測を指示する信号が入力され、これ
らの信号を検出することにより撮影制御部２０は磁場印加等のタイミングと重ならないよ
うにＸ線照射のタイミングをＸ線制御器１７に出力する。或いは、Ｘ線制御器１７からＸ
線照射信号が撮影制御部２０に入力され、この信号を検出してＸ線照射タイミングと重な
らないように高周波パルス等の発生のタイミングをシーケンサに出力する。撮影制御部２
０のこのような働きにより、高周波磁場及び傾斜磁場の印加タイミング並びにエコー信号
の計測タイミングと、Ｘ線照射のタイミングとが異なるように制御でき、これにより略同
時相のＸ線画像及びＭＲＩ画像が得られる。
【００２８】
尚、図１に示す実施例では、Ｃ型アーム形状の支持器１３にＸ線管球１１及び２次元セン
サ１２が支持されたＸ線撮像装置１０を採用しているが、固体検出器を用いた２次元セン
サ１２は薄型形状であるので、小型のＸ線発生器を使用した場合には、これら２次元セン
サとＸ線源とをＭＲＩ装置のガントリの内部に対向して配置することもできる。ガントリ
内に配置可能な小型のＸ線発生器の一例として、図３に示すように、高電圧発生部１６ '
及びこれに取り付けられ、先端部にＸ線を発生させる固定ターゲット（図示せず）が配置
された加速管１１ 'を備えたものが適用できる。
【００２９】
次に上述のような構成における医療用画像診断装置における画像撮影方法について説明す
る。図４は本発明による画像撮像方法の一実施例のタイミング線図を示すもので、この実
施例ではＭＲＩ撮像シーケンスとして勾配エコー法（ＧＥ法）を採用し、これと同期して
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パルス状Ｘ線を用いたＸ線撮像を実現するものである。図４において、上から順にＭＲＩ
装置側の高周波磁場パルス（ＲＦパルス）、スライス選択用の傾斜磁場パルス（Ｇ sパル
ス）、位相エンコード用の傾斜磁場パルス（Ｇ pパルス）、周波数エンコード用の傾斜磁
場パルス（Ｇ fパルス）、エコー信号計測、及びＸ線撮像装置側のＸ線パルスの各タイミ
ングを示している。
【００３０】
尚、位相エンコード傾斜磁場パルスは位置情報を得るため、ＧＥの基本サイクル毎に異な
る強度の傾斜磁場パルスを印加しており、１枚の画像を取得するために位相エンコードの
ステップ数が例えば２５６となるように基本サイクルが繰り返される。
【００３１】
この撮像方法では、まずＭＲＩ装置において、Ｇ sパルス４１１を印加すると共にＲＦパ
ルス４０１を印加し、引き続いてＧ pパルス４２１と負極性のＧ fパルス４３１を印加する
。その後一定間隔をおいて、Ｇ fパルス４３１とは逆の極性のＧ fパルス４３２を印加し、
これに伴い発生するエコー信号４４１を計測する。その後一定の間隔をおいて次のサイク
ルのＧ sパルス４１２及びＲＦパル４０２を印加し、Ｇ pパルス４２２の強度が異なること
を除いては上記と同様にして繰り返す。
【００３２】
一方、Ｘ線撮像装置１０では、シーケンサからＧｆパルス（ 431,433,435・・・）印加及
びＧｆパルス（ 432,434,436・・・）をトリガとしてＸ線制御器１７がＸ線パルス 451,452
,453・・・を照射するように高圧発生器１６を駆動する。
【００３３】
この例のＧＥ法では、ＲＦパルス及び各傾斜磁場パルスの典型的な印加時間、負極性のＧ
fパルスと正極性のＧ fパルスとの間隙時間、信号計測と次サイクルのＲＦパルス照射との
間隙時間及びエコー信号の計測時間は、一般的に各々数ミリ秒～数十ミリ秒である。また
、リアルタイムのシネ撮影を行う場合には、Ｘ線パルス透視撮影時のＸ線影パルス照射時
間及び照射間隔は、一般的に各々数ミリ秒～数十ミリ秒である。
【００３４】
従って、本実施例のように負極性のＧ fパルス４３１と正極性のＧ fパルス４３２との間隙
に、Ｘ線パルス４５１を照射でき、また、エコー信号４４１の計測もＧ fパルス４３２の
印加も共に終了した後、次のＲＦパルス４０２の照射との間隙にもＸ線パルス４５２を照
射できる。以後の繰り返しにおいても同様に負極性のＧ fパルスと正極性のＧ fパルスとの
間隙及び繰り返し時間の次のＲＦパルス印加までの待ち時間にＸ線パルスを断続的に照射
して連続したＸ線画像（シネ画像）を得ることができる。
【００３５】
このように、ＲＦパルス及び各傾斜磁場パルスの印加並びにエコー信号の計測タイミング
と、Ｘ線パルス照射のタイミングとが重ならないように制御することにより、それぞれの
装置の電磁ノイズを排除して略同時相のＸ線画像及びＭＲＩ画像を得られる。
【００３６】
図示する実施例では、負極性のＧ fパルスと正極性のＧ fパルスとの間隙及び繰り返し時間
の待ち時間を利用してＸ線パルスを照射した場合を示したが、これに限定されず、上記の
各パルスの印加タイミングを制御することにより、多様なＸ線照射パターンを実現するこ
とができる。例えば、ＲＦパルス４０１及びＧ sパルス４１１の印加後、Ｇ p４２１及びＧ
fパルス４３１印加までに間隙を設け、この間にＸ線パルスを１回照射することもでき、
これにより１サイクルに３回Ｘ線を照射できる。
【００３７】
更にＭＲＩ装置のパルスシーケンスにおける繰り返し時間の間に１回だけＸ線パルスを照
射してもよく、例えば図５に示すようにエコー信号計測と次のサイクルのＲＦパルス印加
との間隙にＸ線パルス 551、 552・・・を照射することも可能である。
【００３８】
次に本発明の医療用画像診断装置による画像撮像方法の他の実施例を図６を参照して説明

10

20

30

40

50

(6) JP 3862798 B2 2006.12.27



する。
【００３９】
この実施例では、Ｘ線パルス 611、 612・・・の照射タイミングをトリガーとしてＭＲＩ装
置側でＥＰＩ法によるパルスシーケンス 601、 602・・・を起動する。ＥＰＩ法のパルスシ
ーケンスは１回のＲＦ照射後反転するＧｆパルスを連続して印加し、この反転毎に複数の
エコー信号を計測するもので、１サイクルの計測時間は通常数十ミリ秒程度であるため、
同図に示す実施例のように、ＥＰＩ法のパルスシーケンス１サイクルが終了する毎に１回
Ｘ線パルスを照射することもできる。これにより、Ｘ線画像とＭＲＩ画像とが交互にほぼ
同時相で得られる。
【００４０】
この場合、１回のＲＦ照射で１画像を得るためのエコー信号を全部計測してもよいが、Ｘ
線パルスの照射間隔を短くしたい場合にはＥＰＩ法をいくつかに分割して行ってもよい。
例えば、１画像分を３回に分割して得る場合、３つのＸ線画像と、これらとほぼ同時相の
ＭＲＩ画像とが得られる。この場合、比較的短い一定間隔（例えば３０ミリ秒程度）でパ
ルス幅５ミリ秒程度のＸ線パルスを照射することにより、動きの滑らかなＸ線シネ画像を
得ることができる。
【００４１】
また、ＥＰＩ法に限らず、数十ミリ秒程度でパルスシーケンスの１サイクルが終了するよ
うな高速撮像法であれば同様にして本発明の撮影方法を適用することができ、例えばスパ
イラルスキャン法などを用いてもよい。
【００４２】
更に図６ではＭＲＩ画像とＸ線画像とを共に連続して撮像する場合について示したが、Ｍ
ＲＩ撮像方法として上述したＥＰＩのような高速撮像法を採用する場合、Ｘ線撮像の間に
必要に応じてＭＲＩ撮像を実行することも可能である。そのような実施例を図７に示した
。
【００４３】
図７は、図６に示す実施例と同様にＸ線パルスを照射タイミングをトリガーとしてＭＲＩ
装置側でＥＰＩ法によるパルスシーケンスを起動するが、この際、ＭＲＩ撮像シーケンス
は必要に応じて実行され、通常は所定のタイミングでＸ線パルス照射によるＸ線撮像が行
われる。
【００４４】
この際、ＭＲＩ撮像が行われないときには、比較的短い一定間隔（例えば３０ミリ秒程度
）でパルス幅５ミリ秒程度のＸ線パルス 711、 712・・・を照射し、動きの滑らかな動画像
を得るようにする。このときの各パルス間の間隙時間ＤＴ１（例えば２５ミリ秒）は、Ｅ
ＰＩ法により１画像分の計測に要する４０～５０ミリ秒に比べて短いため、ＥＰＩシーケ
ンスを起動するときには、パルス間の間隙時間を制御してＤＴ１より長い時間とする。即
ち、図７に示すように、パルス間の間隙時間ＤＴ１で３つのＸ線パルス７１１～７１３を
継続して照射し、その後比較的長い間隔ＤＴ２（例えば５０ミリ秒程度）を設定し、この
間にＥＰＩ法により１画像分のパルスシーケンス 701を実行し、引き続きパルス間の間隙
時間を短い時間ＤＴ１に戻してＸ線パルス７１４～７１７を継続する。
【００４５】
この間隔ＤＴ２はＭＲＩ画像取得のために必要な時間を設定されるが、この時間ＤＴ２は
ＥＰＩシーケンスの場合５０ミリ秒程度であるので、Ｘ線の動画像に乱れを生じない程度
に押えることができる。これにより、連続したＸ線動画像とこれとほぼ同時相のＭＲＩ画
像が得られる。
【００４６】
尚、上記の実施例では、撮影制御手段（撮影制御部２０）はＸ線撮像装置のＸ線制御器及
びＭＲＩ装置のシーケンサにそれぞれ接続された装置として示したが、いずれか一方の装
置を上位装置とし、上位装置により他方の下位装置を制御する場合には、撮影制御手段は
上位装置のみと接続し、これを制御すれば足り、このとき撮影制御手段は上位装置の内部
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に設置することができる。また、撮影制御手段は、実施例のようにＸ線撮像装置及びＭＲ
Ｉ装置と別個に設けてもよいが、いずれか一方の制御部がこれを兼ねることによっても実
現できる。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の医療用画像診断装置によれば、Ｘ線画像はＭＲＩ手段から生
ずる磁場の影響を受けることなく、またＭＲＩ画像はＸ線撮像手段から発生する電磁ノイ
ズによる歪みを生ずることなく、略同時相でＸ線画像及びＭＲＩ画像を取得することがで
きる。また、これら両画像を撮影するために被検体を移動させる必要はなく、このため、
双方の画像を確認しながら手術を行うＩＶＲにおいても、より安全かつ確実で効果の高い
治療を行うことが可能となる効果がある。
【００４８】
更に、本発明の医療用画像診断装置によれば、固体検出器を用いた２次元センサを使用す
ることにより、Ｘ線検出効率を向上させることができるばかりでなく、ＭＲＩとの併用に
おいてハードウエア的な磁気シールドも不要となるので、装置全体を小型化できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の医療用画像診断装置の１実施例を示す全体斜視図
【図２】本発明の医療用画像診断装置における接続を示すブロック図
【図３】本発明の医療用画像診断装置に適用される小型Ｘ線発生器を示す図
【図４】本発明による医療用画像撮影方法の第１の実施例を示すタイミング図
【図５】本発明による医療用画像撮影方法の第２の実施例を示すタイミング図
【図６】本発明による医療用画像撮影方法の第３の実施例を示すタイミング図
【図７】本発明による医療用画像撮影方法の第４の実施例を示すタイミング図
【図８】従来のバイプレーンシステムのＸ線撮像装置
【符号の説明】
１０・・・・・・Ｘ線撮像装置（Ｘ線撮像手段）
１２・・・・・・固体検出器を用いた２次元センサ
２０・・・・・・撮影制御部（撮影制御手段）
３０・・・・・・磁気共鳴イメージング手段（ＭＲＩ手段）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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